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日本からの出品に際する留意点  

地場EC大手PCHOMEでは出品者が必ずしも台湾現地法人でなくとも、出品可能なチャンネルも

ある。しかしながら、PCHOMEとの間の決済は台湾ドルで台湾内で決済すること、そしてカテゴ

リーや商品ごとに出品条件が異なるため、PCHOMEに出品したい日本企業は、同社に直接照会

し、事前に出品方法や出品商品のカテゴリーを確認することが望ましい。  

台湾へ出品する商品は、パッケージは日本語のままで良いが、ラベルや宣伝用広告などのテキ

ストは繁体字中国語にしなければならない。  

台湾で使われている繁体字中国語は、中国で使われている簡体字と（ニュアンスが）異なるた

め、簡体字中国語の翻訳文をそのまま繁体字中国語に転換して出品するのは避けた方が無

難。  

台湾消費者は日本製品に対しては目が肥えているので、日本製品にはユニークさよりも品質や

サービスが重視される。台湾のECサイトに出品したい日本企業は、アフターサービスや商品の返

品・交換の現地対応策を講じた方が良い。  

2017年12月20日  

台湾 における越境ECの市場動向と制度  

 【網購消費者調查】 84.3％消費者願意跨境購物 （資策會產業情報研

究所MIC）  
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（出所） 經濟部 105年度電子商務雲端創新應用與基礎環境建置計畫 我國 

B2C 網路商店經營現況研析報告  （經濟部）  

（出所） 【網購消費者調查】2016年網購消費平均27,715元 （資策會產業情報研

（出所） 經濟部 電子商務交易安全規範 (網路平台、供應商、物流商)  

修正版 （經濟部 ） 

究所、Market Intelligence & Consulting Institute, MIC） 
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（出所） 藥商得於郵購買賣通路販賣之醫療器材及應行登記事項（衛福部）  

「中小企業電子商務經營法規手冊」網路上銷售之商品或服務有何限制？ 

（經濟部中小企業處）  

（出所） 中小企業電子商務經營法規手冊（經濟部中小企業處）  

・2016年11月11日に公布された関税法一部改正案によれば、台湾ド

ル3,000元（約1万800円）以下の少額越境取引は免税。（輸入頻繁

な取引は除外。※「頻繁」とは、「30日以内に2回以上送付された場

合あるいは6カ月以内に6回以上送付された場合」を指す。） 

（出所） 中小企業電子商務經營法規手冊（經濟部中小企業處）  
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